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図 2.43 揚水量を変化させた場合のわさび田への地下水位影響予測結果 

・安曇野市の井戸毎の揚水量を一定割合で増加させ、わさび田分布域への影響(地下水位)を定量化しました。 

・揚水量を 1.2 倍に増加させた際、わさび田分布域の地下水位の最大低下量が 0.01m（1cm）に達しました。 

・わさび栽培者からの「地下水位が 1cm 低下すると耕作困難」との指摘を踏まえ、安曇野市における閾値として、以下

を設定しました。 

閾値（安曇野市における年間地下水揚水量）：4,300 万 m3/年未満 

≒4,395.6 万 m3/年＝H25 時点揚水量 3,663 万 m3/年×1.2 倍 

平成 25 年時点揚水箇所 H25時点揚水量:3,663万 m3/年

わさび田分布域

井戸

年間揚水量 mm/年

0 - 1,000

1,001 - 10,000

10,001 - 100,000

100,001 - 1,000,000

1,000,001 - 

上水道水源

年間揚水量 m3/年

　　　 　  - 200,000

200,001 - 400,000

400,001 - 600,000

600,001 - 800,000

800,001 - 

上水道水源上水道以外の水源

ｍ3/年 ｍ3/年

拡大

安曇野市の井戸毎の揚水量を 1.2 倍した際の地下水位変動量分布 

最大 0.01m 低下

わさび田分布域 

拡大 

揚水量 1.2 倍で

最大 0.01m 低下

※井戸位置は地下水解析モデルの 250m メッシュの交点

にあるとしているため実際の位置と異なります 

わさび田分布域 わさび田分布域
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安曇野市地下水保全対策研究委員会による平成 24 年 8 月の指針策定後、安曇野市では、

以下の取組を行ってきました。 

（１）地下水の保全・涵養及び適正利用に関する 

条例の運用 

・地下水の保全・涵養及び適正利用に関する条例（平成 25 年 4 月 1日施行，図 2.46） 

・井戸届と毎年の取水量報告（対象：100m3/日以上採取者）の受理 

・新規地下水取水者に対する届け出の受理及び事前協議の実施 

＜安曇野市の取水ルール＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの取組６ 

工事着手90日前

Yes
Yes　該当 No  

非該当

工事着手90日前

地下水採取計画

節水及び涵養計画

　No  Yes
不適合 適合

開催日の14日前まで

説明会の開催後14日以内

説明会報告書提出後14日以内

　　（H25年9月30日まで）

　　　　　　揚水試験、影響調査

Yes
（変更しようとする90日前まで）　第15条第1号

　No 廃止をした日から30日以内
変更した日から30日以内

※　吐出口の断面積12ｃｍ²（口径40㎜）の根拠　
最大吐出量　0.22㎥/分　× 60分 × 8h  ＝　105.6㎥/日 

新規地下水採取者 既往地下水採取者

採取量100㎥/日以上
吐出口の断面積12ｃｍ²以上

No 支障を及ぼすおそれ
(第12条第2項）

（第12条第5項） (第11条第２項第１号）

審査委員会
（第13条）

周辺住民等に対する周知計画

計画変更 事前協議(第12条） 地下水採取の届出

協議結果通知 審査
（基準適否）

協議結果通知
（第12条第4項） （第12条第4項）

説明会の開催通知
（第14条第2項）

地下水採取の届出

説明会の開催
（第14条第1項）

説明会報告書の提出

（第14条第3項）

(第11条、附則2）

（廃止、変更のあった日から14日以内）　第17条第2項

採取量の変更 (第16条）

第15条第2号

地下水採取の届出

地下水採取量の報告
（第17条）

(第11条第2項第2号）

毎年５月31日まで(4/1～3/31)　　第17条第1項

試掘井戸の掘削

地下水の採取

届出事項の変更 井戸廃止の届出

図 2.46 安曇野市の取水ルールフロー 
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（３）地下水涵養（麦後湛水）検証事業 

地下水資源の強化施策として、平成 24 年度から麦畑における地下水涵養（麦後湛水）検

証事業を開始しています（表 2.10，写真 2.3）。 

 

 

項目 内容 

対象者 認定農業者・集落管理組合 

期間 ７月～９月のうち２ヶ月間 

協力金 16,500 円／10a 

 

麦後湛水による営農効果（連作障害対策効果，抑草効果）があることを、事業実施者へ

のアンケートから確認しました（図 2.48）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麦後湛水の協力面積及び涵養効果は毎年拡大しており、営農効果による麦の良好な生育

だけでなく、地域の地下水資源の強化にも寄与しており、平成 28 年度には 97 万ｍ3の地下

水涵養量を達成しています（図 2.50）。 

 

麦後湛水による効果は、図 2.49

の３つからなり、地下水資源強化だ

けでなく、営農活動にもメリットを

有する持続可能な取組で、今後も、

安曇野市の地下水資源強化の要と

して期待されます。 

連作障害対策効果 

抑草効果 

地下水資源涵養効果 

麦後湛水の３つの効果 

写真 2.3 麦後湛水実施状況

表 2.10 地下水涵養（麦後湛水）検証事業の概要 

図 2.48 事業実施者に対するアンケート結果の一部 

図 2.49 麦後湛水の３つの効果 
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■麦後湛水の取組の広がりと取組による地下水涵養量5)の増強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
5) 涵養量は、平成 24 年度～27 年度は、ほ場毎の平均涵養高を、平成 28 年度はこれまでの涵養高から設定した安

曇野市の平均涵養高 27.5mm/日を用いて算出しました。 

H26 地下水涵養量：39.0 万 m3※

H27 地下水涵養量：80.5 万 m3※

H25 地下水涵養量：15.1 万 m3※

H24 地下水涵養量：1.3 万 m3※

H28 地下水涵養量：97.0 万 m3※

1ha

11ha

22ha

38ha

59ha

5枚

50枚

116枚

233枚

383枚

0 20 40 60 80

0 100 200 300 400

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

麦畑の数(枚)

湛水面積(㏊)

湛水面積(ha)

麦畑の数(枚)

図 2.50 麦後湛水の取組の広がりと取組による地下水涵養量の増強 

凡例 
地区毎の 
湛水面積(ha) 

※安曇野市の約 3,937 世帯が 1 年間に

使用する水量に相当（H26 年度実績）

※安曇野市の約 738 世帯が 1 年間に

使用する水量に相当（H26 年度実績）

※安曇野市の約 64 世帯が 1 年間に

使用する水量に相当（H26 年度実績）

※安曇野市の約 1,907 世帯が 1 年間に

使用する水量に相当（H26 年度実績） 

※安曇野市の約 4,744 世帯が 1 年間に

使用する水量に相当（H26 年度実績） 

H27 地下水涵養量：80.5 万 m3※

平成 27 年度

H25 地下水涵養量：15.1 万 m3※

平成 25 年度

平成 24 年度

H24 地下水涵養量：1.3 万 m3※

H26 地下水涵養量：39.0 万 m3※

平成 26 年度

H28 地下水涵養量：97.0 万 m3※

平成 28 年度
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（４）シンポジウム・名水サミット 

１）シンポジウム 

平成 26 年 10 月 12 日、安曇野市主催・

安曇野市水資源対策協議会共催により、

「地下水で拓く安曇野の未来」シンポジウ

ムが、参加者 194 名の中、開催されました。 

シンポジウムでは、平成 26 年 7 月に施

行された水循環基本法に関する基調講演

がある等、地下水保全の最新の情報を共有

する機会となりました（図 2.51）。 

また、イベントスペースでは安曇野の水

等、３種類の利き水を同時開催し、多数の

参加を得ました。 

２）名水サミット 

平成 27 年 8 月 28 日には、安曇野市・全国水環境保全市町村連絡協議会の主催により、

「名水サミット in 安曇野」が開催されました。参加者は 650 名にも及び、盛会に終わ

りました。また、全国水環境保全市町村連絡協議会の幹事会兼実行委員会で決議された

「名水百選に関する要望書」を環境省に提出しています（図 2.52）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.51 シンポジウムの案内と実施状況写真 

図 2.52 名水サミットで提出した要望書と実施状況写真 
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（５）環境省ウォータープロジェクトへの 

参加・奨励賞受賞 

環境省は、水循環基本法に基づき、健全かつ持続可能な水循環の構築に向けた民間

の自発的・主体的取組みの促進を目的とした官民連携プロジェクト「ウォータープロ

ジェクト」を推進しており（図 2.53）、安曇野市も同プロジェクトに参加する自治体

（全 43 自治体）の一つです。 

 

 

 

 

 

同プロジェクトにおいて、「健全かつ持続可能な水循環に対する活動」（社会貢献活

動等）、「事業活動等における水リスクに係る活動」（事業活動における水リスク対策等）、

「国民に向けた水への意識醸成に係る活動」の中から最も優れた取組みに対して、環

境大臣賞を授与する新たな制度「ウォータープロジェクトアウォード」が創設されま

した。 

「ウォータープロジェクトアウォード」の

発足に併せて、特に積極的に取り組んだ者に

対する「奨励賞」表彰が実施されることとな

り、安曇野市は、平成 28 年 3 月に自治体で唯

一、初代受賞の 5 者に環境省から選ばれてい

ます（表 2.11，写真 2.4）。 

平成 28 年 3 月 10 日に、 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.11 奨励賞受賞企業・地方公共団体 

・安曇野市（長野県） 

・イオン株式会社 

・サントリーホールディングス株式会社 

・バスクリン株式会社＆株式会社あらた 

・日本コカ･コーラ株式会社 

図 2.53 ウォータープロジェクトロゴ 

写真 2.4 奨励賞（環境省）受賞メンバーと安曇野市長 



-55- 

（６）環境省名水百選選抜総選挙（2016） 

４部門中２冠達成 

平成 27 年に昭和の名水百選選定から 30 周年を迎えたことを記念して、「昭和の名水

百選」と「平成の名水百選」の 200 の名水を対象として、「観光地」「景観」「秘境地」

「おいしさ」の４部門ごとに、認知や支持、人気等を競い合う国民投票 

～名水百選 30 周年記念～「名水百選」選抜総選挙 

が開催されました（投票期間は、H28 年 2 月 15 日～3月 13 日，図 2.54）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選抜総選挙の結果、安曇野市は、「景観部門」及び「観光地部門」の 2 部門で日本一

となり、2冠を達成しています（図 2.55）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.54 ～名水百選 30 周年記念～ 「名水百選」選抜総選挙の実施概要 

図 2.55 安曇野市が「名水百選」選抜総選挙で日本一となった２部門 
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第３章 

安曇野市が目指す将来像 
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信州大学可視化研究の成果から「現在の延長線上にある将来」の地下水の状況を可視化す

ると図 3.1 のとおりとなります。 
 

～『現在の延長線上にある将来』の地下水状況の可視化結果～ 

【松本盆地の水田作付面積が現在よりさらに 40％減った場合】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

現在の延長線上にある将来と 

選択する未来
１ 

三川合流部の水位低下量は小
さいですが、上流域の水位が
大きく低下するため、湧出量
は約 25％減少します 

水位低下量が最大 5ｍ近く
に達し、井戸に揚水障害が生
じる可能性があります 

下流の地下水位
が下がることも
一因となり、上
流に位置する大
町市での水位低
下が顕著です 

松本盆地東縁断層より東
に位置し帯水層の厚さが
薄いため、影響が生じに
くい結果となります 

図 3.1 現在の延長線上にある将来 
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前段までに整理した「水環境の現状と留意点」を念頭に、以下の２つの視点から、安曇野

市の将来を比較して整理すると以下のとおりです。 

 

【視点①】現在の安曇野市の状況を続けた場合の将来（延長線上の将来） 

【視点②】問題の発生を予防し、水環境の保全・強化・活用に資する取組を進めた場合

の将来（選択する未来） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

・盆地の地下水位は低下し、一部の井

戸で揚水障害が生じる可能性があ

ります。 

・湧出量も減少するので、わさび栽培

への影響が生じやすくなります。 

◇わさび栽培は、湧出量が回

復したことで、安定的な栽

培が可能となっています。 

＜地下水位と地下水湧出量＞ 

◇水源涵養の取組が段階的に進展してお

り、湧水はかつての勢いを取り戻し、地

下水の賦存量も着実に増加しています。 

延長線上の将来 選択する未来 

◇春には豊かな水を湛える水田風景

が、秋には実りの穂が頭を垂れる 

風景が広がる安曇野が脈々と 

受け継がれています。 

・長野県下有数の穀倉地帯であ

ることに変わりはありません

が、農業の後継者不足から、

安曇野の原風景である水田風

景も横ばいから減少傾向を見

せています。 

＜安曇野の原風景＞

◇地下水を涵養した米や野菜、そして地下水

で育った水産物等はブランド力を有する地

場産品として広く流通しており、農業の後

継者も順調に育成されています。 
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◇学校教育や地域学習の機会を通して、

子どもから大人までが安曇野の水環

境や地域の歴史に関する興味・理解が

進んでいます。 

◇水環境を守ることへの機運が高まる

ことで、水環境保全等への参加も進

み、地下水を介して地域の愛着が醸成

されています。 

・地下水が安曇野の暮らしの基盤

となっていることは広く市民に

知られていますが、「当たり前な

こと」との認識にとどまり、普

段の生活において地下水に意識

を向ける機会は不足していま

す。 

＜市民意識＞ 

◇人口減少はゆるやかに進展していま

すが、豊かな水や自然環境に囲まれた

住環境が形成されており、健康でいき

いきと暮らせるまちづくりが進めら

れています。 

・地下水賦存量が減少すること

や水質悪化の拡大等によるブ

ランド力の低下を背景に新規

企業の進出等が進まず、人口

減少も相まって地域活動が停

滞しています。 

＜まちづくり・産業＞ 

◇豊富な地下水も背景として先端技術

を有する企業や地下水利用企業が参

入し、新たな雇用がうまれることで、

田園産業都市として発展しています。 

◇名水百選選抜総選挙二冠（2016）をきっ

かけとした PR 等の取組を進めたこと

で、名水の郷としての知名度があが

り、観光客等による交流人口が一層増

加しています。 

・名水百選選抜総選挙（2016）で

二冠を達成しましたが、観光

客数等は一時的な増加にとど

まり、知名度も時間の経過と

共に低下しています。 

◇予防的措置の取組により、

懸念された水質の悪化傾

向も発生せず、良質な状態

を保ち続けています。 

・水質は、環境基準を満足します

が、人為影響による明かな水質

の悪化傾向が拡大します。 

＜水 質＞ 
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目指す将来像に向けて、様々な施策を位置付け、着実な歩みを進めるための計画のコンセ

プトを以下のとおりとします。 

 

～古（いにしえ）から、水とともにある“あづみの“の 

現在（いま）と未来（これから）～ 

 

水は、先人からの贈り物であり、次世代からの預かりものである。

安曇野市の豊かな水環境と地域経済を両立する形として次世代へ引

き継いでいくことは、現代に生きる私たちに課せられた責務である。 

 

本コンセプトに基づき、持続可能な水環境と地域経済の好循環化を図るべく、予防対策型

等の視点から、様々な施策を講じていくこととします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

水環境基本計画のコンセプト２ 

2017

1817 

2105 

拾ヶ堰開削

水環境基本計画策定

安曇野市制 100 周年

2027 (次期)水環境基本計画
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第４章 

目指す将来像に向けた基本的な考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



-64- 

 
 
 

 

（１）計画全体の目標 

指針「第 6 章 地下水資源保全の目標」では、「地下水保全の取組は、段階を踏んで展

開する」とし、以下の３期に区分して目標を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

本計画は、指針を踏まえた最初の計画であり、【第１期】に相当することを踏まえ、 

『水収支バランスの改善』を本計画全体の目標とします（図 4.1）。 

また、本計画を着実に推進することで、第２期、第３期へと着実に歩みを続け、安曇野

市総合計画に位置付けられる将来都市像「田園産業都市 安曇野」の実現に寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本的な考え方１ 

【第１期】：地下水収支のバランスを改善する 

【第２期】：健全な水環境（水量・水質）を創出する 

【第３期】：地下水資源の活用により豊かな安曇野を創成する 

＜安曇野市地下水資源強化・活用指針＞ 

第１期 

第２期 

第３期 

水収支バランスの改善 

健全な水環境（水量・水質）を

創出する 

地下水資源の活用により

豊かな安曇野を創成する 

『田園産業都市 安曇野』

図 4.1 期別の目標 
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（２）施策検討に際しての基本的な考え方 

コンセプトを念頭に置き、目標の達成に繋がる施策を検討するにあたっての基本的な

考え方として、以下の４つを基本とします（図 4.2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保全・強化 

・活用 

流域連携 地域参画

段階的な展開

流域連携

水収支 
バランスの

改善 

『水は、次世代からの預かりもの』 

◇
地
下
水
の
保
全
と
地
域
の
暮
ら
し
を
守
る
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
保
全
の

単
目
的
に
陥
ら
ず
、
水
環
境
保
全
と
地
域
活
動
を
好
循
環
化
さ
せ
る
視
点

か
ら
施
策
を
検
討
す
る 

◇
「
地
下
か
ら
取
っ
た
水
は
、
取
っ
た
分
だ
け
地
下
に
還
す
」
を
基
本
的
な

行
動
規
範
と
し
て
施
策
を
検
討
す
る 

◇
市
が
主
体
的
に
取
り
組
め
る
こ
と
を
主
と
し
た
施
策
を
基
本
と

し
て
検
討
す
る 

◇
他
の
組
織
等
と
の
調
整
・
連
携
が
必
要
な
施
策
や
、
将
来
の
流
域

連
携
に
よ
る
展
開
も
考
慮
し
て
検
討
す
る 

◇
利
害
関
係
に
よ
ら
ず
、
地
域
全
体
の
主
体
的
な
参
画
を
促
す
施

策
を
基
本
と
し
て
検
討
す
る 

◇
運
用
・
管
理
に
お
い
て
「
行
政
管
理
（
ガ
バ
メ
ン
ト
）
」
か
ら

「
協
働
型
統
治
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
）」
へ
の
移
行
を
目
指
す 

◇
今
で
き
る
こ
と
か
ら
着
実
に
達
成
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
継
続
す
る
こ
と
を

重
視
し
て
施
策
を
検
討
す
る 

◇
す
ぐ
に
実
践
出
来
な
い
取
組
に
つ
い
て
は
、「
試
行
調
査
」
等
を
行
い
、
実
現
・

実
効
性
等
を
確
認
し
な
が
ら
段
階
的
に
展
開
す
る 

図 4.2 施策検討の基本的な考え方 
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（１）水資源の保全・強化・活用施策の目標 

本計画全体の目標である「水収支バランスの改善」に関連する施策は、「新たな涵養」

と「地下からの揚水の適正化」の組合せが基本となります。 

安曇野市の水道や産業に使用される水源の多くは地下水であり、利用後は表流水とし

て地域を流下します。一方、安曇野市では、指針策定後に、検証事業として麦後湛水事

業を開始しており、着実に人為的な涵養量を増加させています。水資源の保全・強化・

活用においては、『地下から取った水は、取った分だけ地下に還す』を基本的な

行動規範とすることから、施策の目標設定にあたっても、人為的な涵養の取組量を目標

値として設定します。 

また、本計画の目標は、実効性の高いものとする必要から、当面の実現可能性の観点

から想定される複数の人為的な涵養施策について、事前検討を行いました。 

事前検討を踏まえ、着実に、また、段階的に取組を達成・展開する趣旨から、本計画

における人為的な地下水涵養量の目標を、以下のとおりと設定します。 

H38 年度の人為的な地下水涵養量：年間 300 万ｍ3 

なお、揚水の適正化による取水量の低減は、涵養の取組と同様の意義を有します。 

また、設定した目標は、その達成がゴールではなく、次の展開に向けた最初の通過点

です。達成後はさらなる高みを目指して取組を拡大させることとします（図 4.3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策の目標設定２ 

現在 

H38 年度の人為的な地下水涵養量

300 万ｍ3/年 

段階的に行動目標を向上 

実効性の高い取組から開始し、

着実に、段階的に展開する 

図 4.3 水資源の保全・強化・活用施策の目標 

※農業に関する新規需要米等の

作付拡大や雨水浸透の推進と

いった新たな涵養策を中間評

価を踏まえ今後検討していく 
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（２）施策の実現に向けた環境づくりの目標 

水資源の保全・強化・活用に関する施策は、地域全体で取り組む社会的な行動である

ため、その推進には、地域の合意形成や「ヒト・モノ・カネ」等の確保等、実行環境の

確保が必要です。 

施策の実現に向けた環境づくりにおいては、以下を目標とします。 

水環境マネジメントと地域経済の好循環サイクルの構築 

 

好循環サイクルの構築に向けて「地下水マネジメント」、「採取者責務の明確化」、「水

使用量の可視化」、「地域参加の合意形成・意識啓発」、「資金調達」、「管理団体の設立」、

「涵養手法の研究と実践」等の取組を進めます（図 4.4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4.4 水環境マネジメントと地域経済の好循環サイクル 
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（３）施策の相乗効果 

「水資源の保全・強化・活用に関する施策」と「施策の実現に向けた環境づくり」は、

それぞれを着実に達成していくことの相乗効果により、継続的・段階的に目標を前進さ

せていくこととなります（図 4.5）。 

段階的に目標を達成し前進していくことで、豊かな地下水資源と地域経済が両立する

「田園産業都市 安曇野」の形成に寄与し、持続可能な形で次世代に引き継ぎます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

『水資源の保全・強化

・活用施策』と 

『施策の実現に向けた

環境づくり』 

の相乗効果 

相乗効果による段階的・

継続的な前進 

水資源の保全・強化・ 

活用に関する施策 

施策の実現に向けた 

環境づくり 

持続可能な 

田園産業都市 

安曇野 

豊かな地下水資源と地域経済が両立

着実な目標達成と段階的な目標前進

図 4.5 施策の相乗効果 
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第５章 

施策の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



-70- 

安曇野の地下水を取り巻く現状と、本計画のコンセプトを念頭に６つの個別目標を設定し、

その達成に向けて、以下の６つの施策を柱として取り組みます（図 5.1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

水
資
源
の
保
全
・
強
化
・
活
用
の
た
め
の
施
策 

施策１：水を貯める・育てる施策 

目標：地下水の減少傾向を食い止め強化して次世代に引き継ぐ 

施策２：水を上手に使う施策 

目標：限りある地下水を適正に活用しながら次世代に引き継ぐ 

施策３：水を清らかなまま維持する施策 

目標：地下水を良質な水質のまま保全して次世代に引き継ぐ 

施策４：水を大切に誇りに思える施策 

目標：地下水を安曇野の大切な資源と理解して次世代に引き継ぐ 

施策５：地下水保全・強化・活用を支援する社会システムの構築 

目標：取組を円滑に進めるための環境をつくる 

施策６：推進のための体制づくり 

目標：持続的な取組とするための体制をつくる 

施
策
の
実
現
に
向
け
た
環
境
づ
く
り 

『水は、次世代からの預かりもの』 

図 5.1 施策の体系 
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目標達成に向けた主な施策は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水を貯める・育てる施策 １ 

目

標

：

地

下

水

の

減

少

傾

向

を

食

い

止

め

強

化

し

て

次

世

代

に

引

き

継

ぐ 

目 標 を 達 成 す る た め の 主 な 施 策

転 作 田 で 涵 養 す る（１） 

耕 作 田 の か ん が い 期 間 を 延 長 す る（２） 

（４） 地下水位や湧出量のモニタリングと水収支の公表

（３） 地 下 水 涵 養 等 に 関 す る 情 報 発 信

（６） 基 本 的 な 調 査 ・ 研 究

（５） 地 下 水 保 全 条 例 の 運 用
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（１）転作田で涵養する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）耕作田のかんがい期間を延長する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【趣旨】安曇野市は、県下有数の穀倉地帯として水田が広がっています。水田におけ

る湛水は安曇野の豊かな地下水を育む場となっています。稲の収穫後、水利権

のある期間内に湛水することで、地下水の涵養効果をさらに拡大することが可

能か、またそのための条件等について検討します。 
 

【趣旨】水田からの転作品目の収穫後、一定期間、水を張って地下水を涵養します。

この取組により、雑草抑制といった営農効果も得られます。安曇野市では、平

成 24 年度から麦を対象に検証事業を開始し、毎年、涵養面積は着実に増加し

ています。平成 28 年度には 59ha（97 万ｍ3の涵養効果）で実施しています。 

 
 ＜現在の取組状況＞ 

 

＜かんがい期間の延長イメージ＞ 

 
 
 

 

畦塗りの様子

稲収穫後の水田 営農に影響のない期間限定で湛水

湛水中の試験圃場 
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（３）地下水涵養等に関する情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地下水位や湧出量のモニタリングと 

水収支の公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【趣旨】水を貯める・育てる施策の取組状況について情報発信を行うことで、各種の

取組への理解を深め、取組が拡大されるための環境づくりを進めます。 
 
 ＜広報あづみの 211 号（平成 27 年 7 月 22 日発行）での湛水事業の紹介＞ 

 
 
 

 
 

【趣旨】水を貯める・育てる施策の効果を検証・評価するために、地下水位や湧出量

のモニタリング調査を実施します。また、調査結果を踏まえ、水収支の評価と

公表を行います。さらに、地下水の実態調査の一環として、定期的に一斉測水

を実施します。 
 

 ＜モニタリング調査の実施＞ 

 
 
 

 

地下水位観測箇所 湧出量調査の様子 
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（５）地下水保全条例の運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）基本的な調査・研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【趣旨】「地下水の保全・涵養及び適正利用に関する条例」の適正な運用により、健

全な地下水環境の創出及び適正利用の取組を継続します。 
 

 
＜地下水採取審査委員会の開催状況＞ 

「安曇野市地下水の保全・涵養及び適正利用に関する条例」に基づき、地下水

採取の事前協議を進めています。 
 

年度 開催回数 審査件数 

平成 25 年 ４回 ４件 

平成 26 年 ３回 ３件 

平成 27 年 ３回 １件 

 

【趣旨】新たな地下水涵養手法について、他地域の事例等を参考に調査を行い、他部

署・組織等との協議が必要な取組を含めて、実現可能性を研究します。 
 

 
 

 
 
 

【他都市事例】山形市における公園施設

内での人工涵養事例 
【他都市事例】三島市における「森の小

さなダムづくり」による涵養源保全 

出典）「地下水保全」事例集（環境省，H27.3）
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目標達成に向けた主な施策は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水を上手に使う施策２ 

目

標

：

限

り

あ

る

地

下

水

を

適

正

に

活

用

し

な

が

ら

次

世

代

に

引

き

継

ぐ 

目 標 を 達 成 す る た め の 主 な 施 策

事業・生活等の揚水と水利用の 
適正化に向けた意識啓発

（１） 

再利用・再涵養等に関する知見収集と普及啓発（２） 

再 涵 養 方 法 の 検 討 と 手 引 き 等 の 作 成（３） 

（４） 水の適正利用に関する意識啓発に繋がる 
イベント等の開催検討

（５） 適 正 利 用 等 に 関 す る 調 査 ・ 研 究
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（３）再涵養方法の検討と手引き等の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）水の適正利用に関する意識啓発に繋がる 

イベント等の開催検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【趣旨】（２）の取組の支援策の一つとして、地下水揚水・利用後に再涵養する方法

について、事例集や手引き等として検討・整理・配布し、揚水者による再涵養

の実施を支援します。 
 
 ＜再涵養手法の手引き（イメージ）＞ 

 
 
 
 
 

【趣旨】教育機関等と連携して、節水に関する作文や絵画のコンクールの開催や、市

内での水利用に関するシンポジウム等、適正利用に関する意識啓発に繋がるイ

ベント等を開催し、意識啓発を行います。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地下水の再涵養 

の手引き 

■涵養事例の紹介

 

 写真等 

＜説明文＞ 
・涵養効果 
・概算費用 

■涵養の進め方の

説明 

 

 

 

 

・検討・手続

きの流れ 
・検討上の留

意点 等 

【取組事例】 

水をテーマ

とした作文

コンクール 

出典）第 38 回（平成 28 年度） 

全日本中学生水の作文コンクール 

【取組事例】「地下水で拓く安曇野の未来

（H26）」シンポジウム 
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（５）適正利用等に関する調査・研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【趣旨】水の適正利用等に関する最新の調査・研究の動向に継続的に留意し、安曇野

市における適用可能性等の検討を行います。また、必要な場合には、学識者等

を含めた調査・研究体制を確立し、実施します。 
調査・研究は、エネルギー利用（地中熱利用等）の可能性調査や、適正利用

の取組に対する海外からの視察受け入れの展開可能性、また、地下水の適正利

用に対する理解・意欲等の高い企業の誘致可能性等の視点から行います。また、

企業を取り巻く水リスクも、近年注目を集めていることから、CDP（カーボン

ディスクロージャープロジェクト）ウォーターの動向等にも留意します。 
 

 
 
 
 
 

＜最新動向の把握（イメージ）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国や研究機関、海外等の動向に留意
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目標達成に向けた主な施策は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水を清らかなまま維持する施策３ 

目

標

：

地

下

水

を

良

質

な

水

質

の

ま

ま

保

全

し

て

次

世

代

に

引

き

継

ぐ 

目 標 を 達 成 す る た め の 主 な 施 策

水 質 に 関 す る 調 査 ・ 公 表 ・ 分 析（１） 

地 域 参 加 型 の 水 質 啓 発 イ ベ ン ト の 開 催（２） 

（３） 水質影響の可能性のある要因に対する管理等
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（１）水質に関する調査・公表・分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域参加型の水質啓発イベントの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【趣旨】水質に関する意識啓発の一環として、地域参加による河川の一斉清掃活動等

の実施について企画・運営し、水質管理に対する意識啓発を図ります。 
 

 

【趣旨】水質は、一旦悪化してしまうと、その回復に長期間を要する可能性があり、

予防的措置の観点からも、継続的なモニタリングが重要ですので、住民等の意

識向上を図ることを目的に、継続的に実施している水質モニタリング調査につ

いて公表すると共に、水質悪化が発生する可能性について分析します。 
また、化学物質等の検査項目について再検討します。 

 
 ＜水質に関する調査結果（安曇野市ホームページで公表中）＞ 

 
 
 

 
 
 

＜河川一斉清掃の様子＞ 
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（３）水質影響の可能性のある要因に対する管理等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【趣旨】水質に影響する可能性のある不法投棄の監視や、生活排水及び工場排水によ

る公共用水域や地下水の水質汚濁の防止に寄与する合併浄化槽の管理を徹底する

と共に下水道接続の推進に取り組みます。 
また、水質の調査・分析結果等を踏

まえ、安曇野市内での水質への影響要

因の予防的取組について、研究を行い

ます。 

＜不法投棄の監視の様子＞ 
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目標達成に向けた主な施策は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水を大切に誇りに思える施策４ 

目

標

：

地

下

水

を

安

曇

野

の

大

切

な

資

源

と

理

解

し

て

次

世

代

に

引

き

継

ぐ 

目 標 を 達 成 す る た め の 主 な 施 策

水 環 境 に 関 す る 広 報 ・ 周 知 の 強 化（１） 

広報・周知を支援するツール・制度等の検討・制作 （２） 

学校教育・地域学習等をとおした学びと郷土愛の醸成（３） 

（４） 市民意向調査等の継続的な実施による水環境への 
意識状況の把握

（５） 名水の価値の向上等に関する調査・研究 
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（３）学校教育・地域学習等をとおした 

学びと郷土愛の醸成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）市民意向調査等の継続的な実施による 

水環境への意識状況の把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】意向調査等を継続的に実施することで、様々な取組により安曇野市民の水環

境への興味や意識がどのように変化しているかを把握し、取組成果の評価や、

次の展開に向けた検討に活用します。 
 
＜アンケート調査による市民意識等の変化の把握（イメージ）＞ 

 
 
 

 
 

【趣旨】学校教育や地域学習の場を活用して、安曇野の地下水環境等に対する理解の

深化をとおして、郷土への愛着の醸成を図ります。また、学習をとおして、市

民一人ひとりが名水の郷の担い手となり、安曇野の地下水環境に資する適正な

行動を取ることで、ブランド力の強化に繋げていきます。 
 
 【環境学習の事例：熊本市】 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典）「地下水保全」事例集（環境省，H27.3）

節水学習の出前講座 

小学生向けの教材パンフレット・市 HP 

■湧水が減少傾向にあること 
を知っている 

■地下水の保全・涵養及び適正 
利用に関する条例を知っている 定期的な意

向調査によ

り、市民意

識等の変化

を継続的に

把握 

出典）安曇野市の地下水保全に関するアンケート（H23.7）
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（５）名水の価値の向上等に関する調査・研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【趣旨】安曇野市が全国に誇る名水について、その価値のさらなる向上や他地域の名

水との差別化等を図る観点から調査・研究を進めます。調査・研究は、例えば

市民の健康や美容増進効果の可能性等の新たな視点を含めるものとし、その実

施にあたっては、必要に応じて先進的な知見を有する地域大学との連携等を図

ります。 
また、調査・研究の成果は、市民の意識啓発の取組や、安曇野市の名水の価

値の底上げに資するブランド戦略等に活用します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■知見の公表・活用：先進的な知見に

基づく調査・研究の成果を、安曇野

の特性を説明する最先端の基礎資

料として広く公表し、活用します。

■調査・研究の視点の例：健康増進効果 
国内でも飲泉による健康づくりの取組が

ありますが、海外でも水の飲用による健康増

進の取組が見られます。仏国のヴィシーや独

国のバーデン・バーデン等が有名で、バーデ

ン・バーデンのトリンクハレ（飲泉館）等は、

観光名所の一つにもなっています。 

トリンクハレ（飲泉館） 
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目標達成に向けた主な施策は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目

標

：

取

組

を

円

滑

に

進

め

る

た

め

の

環

境

を

つ

く

る 

目 標 を 達 成 す る た め の 主 な 施 策

地下水涵養等に関する費用負担ルールの 
確立に向けた研究と社会実装

（１） 

市内における地下水涵養の取組成果の 
流通のための仕組みづくり

（２） 

市外からの資金調達手法の確立に向けた研究と 
社会実装

（３） 

（４） 地下水の保全・強化・活用の取組への参画拡大を 
支援する仕組みづくり

（５） 先進的な研究の動向調査と安曇野市への 
適用可能性の検討

地下水保全・強化・活用を 
支援する社会システムの構築

５ 
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（１）地下水涵養等に関する費用負担ルールの 

確立に向けた研究と社会実装 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

【趣旨】安曇野市の地下水涵養等の取組が継続的なものとなるように、費用負担ルー

ルの確立に向けた研究と社会実装を進めます。 
 

 
 

＜資金調達の基本的な考え方（案）＞ 

費用負担の検討にあたっては「指針」で示された『基本的な考え方』を踏まえ、 

受益者で「広く・薄く負担する」 

ことを基本的な枠組みとして検討することとします。特に、「年間 300 万ｍ3の人為的

な涵養」の取組は、本計画が目指す「水収支バランス改善」の最初のステップである

ことから、市内の受益者による負担を基本として検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「指針」を受けた費用負担の基本的な枠組み（案） 

広 く ・ 薄 く 負 担 す る 

 

 

上水道 
※上水道の水源は

100％地下水 

揚水 

事業者 

行政 

(一般財源) 

湧水 

利用者 

域外協力者 

（寄附金等） 

■水資源の保全・強化 
・活用 

『
人
為
的
な
地
下
水
涵
養
量 

年
間
３
０
０
万
３

ｍ
』 

の
取
組
に
必
要
な
費
用 

水
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
地
域
経
済
の 

好
循
環
化
サ
イ
ク
ル
の
構
築
に
必
要
な
費
用 

■施策の実現に向けた
環境づくり 

市
内
の
受
益
者
で
、
広
く
・
薄
く
負
担 

市
内
外
か
ら
の
協
力
金
・
負
担
金
等 

協力農家への

費用支払等 

ブランド力の

向上や広報等

の取組費用 
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（２）市内における地下水涵養の取組成果の 

流通のための仕組みづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市外からの資金調達手法の確立に向けた 

研究と社会実装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【趣旨】涵養に関する費用の流れの円滑化に資する仕組みの一つとして、地下水オフ

セット等の実装に向けた調査研究を進めます。 
 

 ＜地下水オフセット＞ 

「地下から取った水は、取った分

だけ地下へ還す」行動において、揚

水者と涵養者が異なる場合に「涵養

量」をある種の「地域内通貨」とし

て扱う（流通させる）仕組みを構築

して、涵養の取組を支援します。 
また、副次的には、地下水を育む

農業の支援となります。 
 

 

【趣旨】市外からの資金調達（寄附）に向けて、安曇野の特性である「名水と一体と

なった農業」や「有数の観光地」であることを活かした「地域商品の付加価値

の向上」を図り、寄附金付き商品等としての開発を試行します。 
 

出典）（公財）くまもと地下水財団 HP

【他都市事例】（公財）くまもと地下水財団

によるウォーターオフセット事業 

＜市外からの資金調達可能性のある手法を検討＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

地下水の保全・強化・活用 

のための基金 

ふるさと納税・企業版

ふるさと納税の拡大 

市内各所への寄附 

ボックスの設置 

寄附金付き旅行商品の

開発・販売 

地下水涵養米等の 

流通ルートの拡大 

地場産品のブランド力の

向上による単価向上 
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（４）地下水の保全・強化・活用の取組への 

参画拡大を支援する仕組みづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）先進的な研究の動向調査と安曇野市への 

適用可能性の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【趣旨】新たな資金調達可能性の検討の一環として、先進的な知見や学会等の動向を

把握し、安曇野市への適用可能性について研究を進めます。 

 
 
 

＜市外住民による安曇野の地下水保全の取組への寄付の可能性＞ 

 
 
 

【趣旨】資金調達可能性を拡大する視点から、協力者へのメリット付与に関する検討

を進めます。 
 
【参考事例：緑の募金における税制優遇や表彰制度等】 

出典）森ナビ HP

※信州大学可視化研究成果

「寄附の簡単さ」や「魅力的な見返り」等を条件

に、【約 70％の市外の方】が寄附に前向きな結果 

新たな資金調達可能性について、成立条件

や手法（クラウドファンド等）について、

先進事例や研究動向を参考に研究を推進 

3%

9%

13%

21%
22%

32%32％ 

自分がかつて住んだこと・行ったことがあるので前向きに考える

安曇野が好きな場所・応援したい場所なので前向きに考える

環境保全に役立つ取組なので前向きに考える

寄付に対する魅力的な見返り（ふるさと納税のような税控除や、お礼の

物品等が手に入る）があれば前向きに考える
寄付が簡単なら（面倒でないなら）前向きに考える

寄付はしない・あり得ない
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目標達成に向けた主な施策は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目

標

：

持

続

的

な

取

組

と

す

る

た

め

の

体

制

を

つ

く

る 

目 標 を 達 成 す る た め の 主 な 施 策

計画の評価・施策の運用管理・資金管理のための 
体制の検討

（１） 

施 策 参 画 者 ・ 協 力 者 の 拡 充 検 討（２） 

運用・管理団体の設立・移行等の検討と社会実装（３） 

（４） 施 策 の 広 域 的 な 展 開 に 向 け た 検 討

（５） 地 下 水 年 報 の 作 成 と 公 表

推進のための体制づくり ６ 



-91- 

（１）計画の評価・施策の運用管理・ 

資金管理のための体制の検討 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（２）施策参画者・協力者の拡充検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【趣旨】各種の取組を支援する「（仮称）安曇野サポーター」の設立に向けた検討を

進めます。 

 
 

【趣旨】地下水涵養の取組の運用や、資金管理の体制について検討を進めます。 

 

 【他都市事例】 

 

 

 

 
 

＜（仮称）安曇野サポーター制度の検討＞ 

市内・市外から、安曇野の地下水環境の保全・強化・活用の取組を支援・協力頂け

る「サポーター」の設立可能性や運用のあり方等について検討します。 

 

 

 

 

 

 
 

出典）北杜市 HP

『北杜市環境保全協力金』の基本的枠組みくまもと地下水財団の運営体制 

市民・地元企業・教育機関・各種団体等の 

自発的なボランティア 

市外在住で、市の地下水涵養事業等に寄附頂い

た方等、安曇野市を応援したいとお考えの方 

（仮称）安曇野サポーター 

地下水涵養の簡単な見回

りや報告等の協力 

市によるモニター調査や

広報活動等への協力 

サポート内容（案） 

出典）（公財）くまもと地下水財団 HP
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（３）運用・管理団体の設立・移行等の検討と 

社会実装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施策の広域的な展開に向けた検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【趣旨】（１）の検討と並行して、運用・管理団体の設立・移行等について検討し、

実装することで、持続的な地下水涵養の取組とする体制を整えます。 
 
＜（方向性案）安曇野市水資源対策協議会を母体とした段階的な移行＞ 

当面の対応として、現行の「安曇野市水資源対策協議会」と「水環境基本計画策定

委員会」のメンバーを中心とした組織に移行する方向性とします。また、引き続き資

金調達等の観点から新たな形態の組織設立の必要性等について検討を行います。 
 

【趣旨】モニタリング調査や地下水マネジメントの施策は、将来的に松本盆地全体に

拡大していくことが重要であることから、安曇野市の取組をアルプス地域地下

水保全対策協議会内で広く周知していくと共に、一斉測水調査等の定期的な実

施に向けた働きかけ等を行います。 
また、将来において、松本盆地全体での取組として展開する場合の課題等に

ついて、事前の検討・整理を進めます。 
 
＜くまもと地下水財団における広域連携の事例＞ 

(公財)くまもと地下水財団では、

11 市町村に及ぶ広域連携を締結

し、熊本地域の地下水の総合的な

保全の取組を進めています。 
 
 

（現行） 

安曇野市水資源 

対策協議会 

（仮称）安曇野市 

水資源対策協議会

（移行後）

新たな形態の 

組織の設立検討 

（現行） 

水環境基本計画 

策定委員会 

一部メンバー

出典）「地下水保全」事例集（環境省，H27.3）
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（５）地下水年報の作成と公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【趣旨】各施策の取組状況や地下水環境の変化等について、定期的・継続的に情報発

信するツールとして「地下水年報」の作成と公表を進めます。 
 
 ＜地下水年報の作成・公表＞ 

安曇野市の地下水の保全・強化・活用に関する様々な施策の取組状況や達成状況、

地下水位や水質の動向等を「地下水年報」としてとりまとめ、継続的な情報発信を行

うことで説明責任を果たすと共に、地下水の保全・強化・活用に向けた機運の醸成等

を図ります。 

 

 

 

 
 

 

【他都市事例：西条市における地下水年報の公表】 

西条市では、市内の地下水の水位や

水質、利用状況等のデータをとりまと

めた「地下水年報」を公表する取組を

進めています。 

出典）西条市 HP 
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第６章 

計画の推進 
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（１）安曇野市水資源対策協議会の移行検討 

本計画の推進にあたっては、地下水涵養等の施策の運用と、その活動に必要な資金等

の管理を担う体制が必要となります。 

現在、「安曇野市の地表水及び地下水の保全と涵養、及び有効利用について調査研究し、

水資源利用の適正化を促進すること」を目的として「安曇野市水資源対策協議会」が設

置されています。 

また、規約によれば、以下の２事業を行うこととされています。本計画で進める水資

源の保全・強化・活用の施策に加えて、地域経済の好循環化に向けた対応が必要となり

ますが、規約の２事業は、本計画で進める施策と概ね合致しています。 

安曇野市水資源対策協議会規約 第３条（事業） 

①水資源の調査及び解析 

②水資源の涵養、保全、有効利用等に関する調査、指導、広報、啓発 

 

そこで、現行「安曇野市水資源対策協議会」を母体とし、目的や構成員等は、本計画

を踏まえて、発展的に変更を進める（組織を移行していく）ことが、効率的・効果的な

施策の運用と資金管理の体制として適しています。 

また、本計画の趣旨を踏まえた運用・管理を行う上では、「水環境基本計画策定委員会」

との部分的な連携が有効です。 

 

（２）将来的な組織の形態 

本計画は、水環境の保全・強化・活用にとどまらず、地域全体の経済活動等の好循環

化を指向する点に特徴を有しています。 

特に、資金調達分野において、市内だけではなく、市外からの関与を求める体制とな

っており、寄付行為等を念頭に、より優位な組織体として形成していくことが重要です。

組織体によって、税制優遇等の条件が異なることから、それら条件を考慮しながら将来

的な組織形態を検討していく必要があります。 

  

計画推進のための体制１ 
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（３）当面の組織体系（案） 

本計画の運用・管理に向けた当面の組織体系（案）を以下のとおりとします（図 6.1）。 

【基本的な考え方】 

・当面の各取組の運用・管理を行うために、現行の「安曇野市水資源対策協議会」及び

「安曇野市水環境基本計画策定委員会」のメンバーを中心とした組織に移行する。 

・組織の概要（案）は以下のとおりです。 

＜目的＞ 

・安曇野市の水資源の保全・強化・活用に係る調査・研究を行い、安曇野市の持続可

能な水環境の形成に資することを目的とする。 

＜名称及び事務局＞ 

・「安曇野市水資源対策協議会」を引き継ぐ。 

・事務局は「安曇野市市民生活部環境課」とする。 

＜組織＞ 

・会長１名、副会長１名、理事若干名、監事 2 名 

・会長は委員の互選により定める。また、役員の任命は 2 年とする。 

＜役割＞ 

・「水資源の保全・強化・活用」及び「施策の実現に向けた環境づくり」に関する様々

な施策について、計画的に進めるための取組方策の検討・決定、取組の運用・管理、

取組結果の評価及び「安曇野市水環境基本計画」の見直しを行う。 

・資金管理団体としての役割を担い、監事を配置して毎年度、監査を行うこととする。 

・運営において必要な作業（現地対応等）については、外部団体等への委託等による

対応を可能とし、契約・費用等については協議会で決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安曇野市水資源対策協議会 

【役員・幹事】行政（長

野県・安曇野市）・

JA・信州山葵農業

協同組合・安曇野工

業会 

【顧問】国・長野県 

【事務局（安曇野市）】

安曇野市水環境基本計画策定委員会 

【学識者】大阪府立大学・信州

大学 

【地下水等に係る関係団体の

推薦】商工会・工業会・わさ

び組合・養鱒業者・認定農業

者・JA・土地改良区 

【その他市長が必要と認める者】

【事務局（安曇野市）】 

（仮称） 

安曇野市水資源 

対策協議会（移行後）

【目的】安曇野市の地表水及

び地下水の保全と涵養及び

有効利用について調査研究

し、水資源利用の適正化を

促進する 

【事業】(1)水資源の調査及び

解析(2)水資源の涵養、保

全、有効利用に関する調査、

指導、広報、啓発 

【目的】安曇野市水環境

基本計画の策定に係る

検討 

【所掌】(1)涵養方策及び

涵養ルール(2)協力金の

負担及び配分に関する

こと(3)その他計画策定

のため必要な事項に関

すること 

一部メンバー 一部メンバー 

図 6.1 当面の組織体系（案） 
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（４）将来の組織の構成の検討 

本計画の取組を継続的に推進していくためには、将来の持続的な資金調達可能性等も

念頭に、より円滑な運用・管理が可能な体制の構築に関する継続的な検討が必要です。 

一般的な組織形態として、特定認定 NPO 法人や一般財団法人、公益財団法人等の様々

な形態がありますが、それぞれのメリット・デメリットや組織化の条件等の調査研究を

継続し、将来的に新たな組織体に移行する可能性も踏まえて、より適切な組織構成につ

いて検討を行うこととします（図 6.2）。 

 

 

【新たな組織構成の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・理事長：1名（産業界代表1名）

・副理事長：1名（産業界代表1名）

・業務執行理事：1名（安曇野市1）

・理事：9名（産業界代表6名＋安曇野市1名＋学識者2名）

理事会（12名/2年任期）

・安曇野市2名
・産業界代表2名
・学識者2名

評議員（6名/4年任期）

・産業界
（経理担当者）2名

監事（2名/4年任期）

地域の要望
吸上げ・提案

事業
財務
チェック

事務局
（安曇野市環境課）

地下水保全事業

評価

図 6.2 将来の新たな組織構成の例 
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計画の実効性を確保し、着実な成果を確認しながら推進するためには、環境マネジメント

システムにも位置付けられる「PDCA サイクル」を基本として管理を行います（図 6.3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、【Ｃheck：施策の評価】は、以下の２段階で行うこととします（図 6.4，図 6.5）。 

■個別評価：毎年、年次報告時に事務局が対応する簡易な評価。 

・基本計画（マスタープラン）においては、全体目標である水収支改善の指標として涵養量を

確認する。 

・行動計画（アクションプラン）においては、個別施策の進捗状況・目標の達成度を整理する。 

■全体評価：中間年及び最終年に、「（仮称）安曇野市水資源対策協議会」が実施する。 

・計画の目的に沿った取組が推進されているか等、全体最適の視点から評価を行う。 

・全体評価のために必要な調査（地下水賦存量の把握のための一斉測水等）について、計

画的に実施する。  

計画の進行管理２ 

図 6.3 PDCA サイクルによる進行管理 
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【基本計画（マスタープラン）の施策評価の流れ（案）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本計画（マスタープラン）の評価主体・時期・評価事項（案）】 

主体 評価時期 評価事項 

事務局 

毎年 

・行動計画（アクションプラン）の進捗状況整理を踏まえ、全体目標

（涵養・環境づくり）の進捗を整理する 

・整理結果を「（仮称）安曇野市水資源対策協議会」に報告する 

・年次報告（年報等）として公表する 

中間年 

(H33 年度) 

・当初行動計画（アクションプラン）の最終結果（各施策の達成状況）、

全体目標の進捗状況を整理し、「（仮称）安曇野市水資源対策協議

会」に報告する 

目標年 

(H38 年度) 

・次期行動計画（アクションプラン）の最終結果（各施策の達成状況）、

全体目標の達成状況を整理し、「（仮称）安曇野市水資源対策協議

会」に報告する 

（仮称） 

安曇野市

水資源対

策協議会 

毎年 ・事務局による年次報告を確認する 

中間年 

(H33 年度) 

・事務局報告を基に、基本計画（マスタープラン）の中間評価を行う

・全体目標の進捗・達成状況を踏まえ、次期行動計画（アクションプ

ラン）見直しの方向性・目標値等を検討する 

目標年 

(H38 年度) 

・事務局報告を基に、基本計画（マスタープラン）の最終評価を行う

・次期行動計画（アクションプラン）の達成状況、基本計画（マスタ

ープラン）の全体目標の達成状況を踏まえ、次期基本計画（マスタ

ープラン）の検討・策定を行う 
  

図 6.4 基本計画（マスタープラン）の施策評価の流れ（案） 
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【行動計画（アクションプラン）の施策評価の流れ（案）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行動計画（アクションプラン）の評価主体・時期・評価事項（案）】 

主体 評価時期 評価事項 

事務局 

毎年 

・各施策を個別に評価し、結果をとりまとめる 

・整理結果を「（仮称）安曇野市水資源対策協議会」に報告する

・年次報告（年報等）として公表する 

中間年 

(H31 年度) 

・各施策の評価結果の経年推移、全体目標の進捗状況をとりま

とめる 

・「（仮称）安曇野市水資源対策協議会」に結果報告する 

目標年 

(H33 年度) 

・各施策・全体目標の達成状況をとりまとめる 

・「（仮称）安曇野市水資源対策協議会」に結果報告する 

（仮称） 

安曇野市

水資源対

策協議会 

毎年 ・事務局による年次報告を確認する 

中間年 

(H31 年度) 

・事務局報告を基に、行動計画（アクションプラン）の中間評価

を行う 

・各施策の進捗状況を踏まえ、必要に応じて取組の改善策や目

標値の見直しを行う 

目標年 

(H33 年度) 

・事務局報告を基に、行動計画（アクションプラン）の最終評価

を行う 

・基本計画（マスタープラン）の中間年にあたるため、基本計画

（マスタープラン）の目標の達成状況等を念頭に、次期行動計

画（アクションプラン）の検討・策定を行う 

図 6.5 行動計画（アクションプラン）の施策評価の流れ（案） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安曇野市⽔環境基本計画（マスタープラン） 
〜⽔は、次世代からの預かりもの〜 
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